
 
佐
賀
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号 

 

佐
賀
県
森
林
病
害
虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
（
昭
和
五
十
三
年
佐
賀
県
告
示
第
五

百
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 
 
 
 

 

第
二
条
第
二
項
第
三
号
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
へ
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。 

 

四 

補
助
事
業
が
予
定
の
期
間
に
完
了
し
な
い
場
合
又
は
補
助
事
業
の
遂
行
が
困
難
と
な

つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
知
事
に
報
告
し
て
そ
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
。 

 

別
表
中
「査

定
経
費
の
２
分
の
１

」
を
「別

に
定
め
る
標
準
単
価
に
実
施
数
量
を
乗
じ
て

得
た
額
の
２
分
の
１
と
実
行
経
費
の
２
分
の
１
の
い
ず
れ
か
低
い
額

」
に
、「査

定
経
費
の
４

分
の
３

」
を
「別

に
定
め
る
標
準
単
価
に
実
施
数
量
を
乗
じ
て
得
た
額
の
４
分
の
３
と
実
行

経
費
の
４
分
の
３
の
い
ず
れ
か
低
い
額

」
に
改
め
る
。 

 

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第１号（第３条関係）（伐倒駆除その他病害虫駆除に係る申請書） 

 

                            番     号  

                            年  月  日  

 

  佐賀県知事 様 

                 申請者 住 所 

                     氏 名          ㊞  

 

          年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請書 

 

      年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業を実施したの

で、森林病害虫等防除事業補助金として、金     円を交付されるよう

佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の目的 

 

 ２ 事業の内容及び経費の配分 別紙１のとおり 

 

 ３ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 注 １ 誓約書（様式第５号の２）を添付すること。 

   ２ 委任されて駆除を実施した者は、委任されたことを証する委任状の

写しを添付すること。 
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別紙１ 

 

事業の内容及び経費の配分 

 

番

号 

駆除

した

病害

虫名 

実施

場所

実施

期間 

樹

種 

林

齢 

実施数量 駆

除

の

方

法

実施に要した経費 県費

補助

金 

県費補助金

以外の財源 

備考 

面

積 

株数

又は

本数

材

積

伐倒措置費

（ 伐 倒 ･ 枝

払･玉切） 

薬剤散布費

（散布作業

費） 

薬剤費 事業

雑費

諸経

費 

合計

延

人

員

単

価

金額 延

人

員

単

価

金額 (薬剤名)

薬剤量 

金額 市町

村負

担 

その

他 

     年 ha 本 m3 人 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円  

                         

                         

 

 注 １ 薬剤費とは、薬剤購入費、調合費及び薬剤運搬費の合計額をいう。 

   ２ 事業雑費とは、伐倒１種の場合においては労災保険料及び消耗品費の合計額をいい、伐倒２種の場合においては労災保険料、消耗品費並び

にチェンソー損料及び燃料費の合計額をいう。 

   ３ 諸経費とは、労務厚生費（労災保険料を除く。）、測量費及び現場管理費の合計額をいう。 

   ４ 仕入税額控除の対象となる仕入れに係る消費税等相当額を除いて申請する場合は、実施に要した経費欄の上部に当該仕入れに係る消費税等

相当額を含む金額を（ ）書きで記入すること。 
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様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号（第３条関係）（特別伐倒駆除に係る申請書） 

 

                            番     号  

                            年  月  日  

 

  佐賀県知事 様 

 

                 申請者 住 所 

                     氏 名          ㊞  

 

 

          年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請書 

 

      年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業を実施したの

で、森林病害虫等防除事業補助金として、金     円を交付されるよう

佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の目的 

 

 ２ 事業の内容及び経費の配分 別紙１のとおり 

 

 ３ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 注 １ 誓約書（様式第５号の２）を添付すること。 

   ２ 委任されて駆除を実施した者は、委任されたことを証する委任状の

写しを添付すること。 
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別紙１ 

 

事業の内容及び経費の配分 

 

番

号 

駆除

した

病害

虫名 

実施

場所

実施

期間 

樹

種 

林

齢 

実施数量 駆

除

の

方

法

実施に要した経費 県費

補助

金 

県費補助金

以外の財源 

備考 

面

積 

株数

又は

本数

材

積

伐倒措置費 

（ 伐 倒 ･ 枝

払･玉切） 

搬出

費 

運搬

費 

末木・枝条焼

却費又は焼

却費 

事業

雑費

販売

収入

(△)

諸経

費 

合計

延

人

員

単

価

金額 延

人

員 

単

価

金額      市町

村負

担 

その

他 

 

     年 ha 本 m3 人 円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円  

                          

                          

 

 注 １ 事業雑費とは、労災保険料、消耗品費並びにチェンソー損料及び燃料費の合計額をいう。 

   ２ 販売収入とは、チップ用として販売した原木代金をいう。（委託契約書添付のこと。） 

   ３ 諸経費とは、労務厚生費（労災保険料を除く。）、測量費及び現場管理費の合計額をいう。 

   ４ 仕入税額控除の対象となる仕入れに係る消費税等相当額を除いて申請する場合は、実施に要した経費欄の上部に当該仕入れに係る消費税等

相当額を含む金額を（ ）書きで記入すること。 
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様
式
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第４号（第４条関係）（伐倒駆除その他病害虫駆除に係る申請書） 

 

                            番     号  

                            年  月  日  

 

  佐賀県知事 様 

               代理申請者 住 所 

                     氏 名          ㊞  

 

 

          年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請書 

 

      年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業を実施したの

で、森林病害虫等防除事業補助金として、金     円を交付されるよう

佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の目的 

 

 ２ 事業の内容及び経費の配分 別紙１のとおり 

 

 ３ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 注 １ 申請者に係る誓約書（様式第５号の２）を添付すること。 

   ２ 申請者が委任されて駆除を実施した者である場合は、委任されたこ

とを証する委任状の写しを添付すること。 

   ３ 市町長（森林組合長）に森林病害虫等防除事業補助金の申請、請求、

受領等に関する一切の権限を委任する場合は、委任状（別紙２）を添

付すること。
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別紙１ 

 

事業の内容及び経費の配分 

 

番

号 

駆除

した

病害

虫名 

申請者 駆除

実施

場所 

実施

期間 

樹

種

林

齢

実施数量 駆

除

の

方

法

実施に要した経費 県費

補助

金 

県費補助金

以外の財源 

備考 

住所 氏名 面

積

株

数

又

は

本

数

材

積

伐倒措置費

（ 伐 倒 ･ 枝

払･玉切） 

薬剤散布費

（散布作業

費） 

薬剤費 事

業

雑

費

諸

経

費

合計

延

人

員

単

価

金額 延

人

員 

単

価 

金額 （薬剤

名） 

薬剤量

金額 市町

村負

担 

その

他 

       年 ha 本 m3 人 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円  

                           

                           

 

 注 １ 薬剤費とは、薬剤購入費、調合費及び薬剤運搬費の合計額をいう。 

   ２ 事業雑費とは、伐倒１種の場合においては労災保険料及び消耗品費の合計額をいい、伐倒２種の場合においては労災保険料、消耗品費並び

にチェンソー損料及び燃料費の合計額をいう。 

   ３ 諸経費とは、労務厚生費（労災保険料を除く。）、測量費及び現場管理費の合計額をいう。 

   ４ 仕入税額控除の対象となる仕入れに係る消費税等相当額を除いて申請する場合は、実施に要した経費欄の上部に当該仕入れに係る消費税等

相当額を含む金額を（ ）書きで記入すること。 
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別紙２ 

 

委   任   状 

 

                            年  月  日  

 

       市町長（森林組合長）    を代理人と定め、    年度

森林病害虫等防除事業実施（病害虫名）に対し知事より交付される森林病害

虫等防除事業補助金の申請、請求、受領等に関する一切の権限を委任します。 

 

住所 氏名 印 
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様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第５号（第４条関係）（特別伐倒駆除に係る申請書） 

 

                            番     号  

                            年  月  日  

 

  佐賀県知事 様 

                 申請者 住 所 

                     氏 名          ㊞  

 

          年度森林病害虫等防除事業補助金交付申請書 

 

      年度において、下記のとおり森林病害虫等防除事業を実施したの

で、森林病害虫等防除事業補助金として、金     円を交付されるよう

佐賀県補助金等交付規則及び佐賀県森林病害虫等防除事業補助金交付要綱の

規定により、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

 １ 事業の目的 

 

 ２ 事業の内容及び経費の配分 別紙１のとおり 

 

 ３ 事業の成果 

 

 

 

 

 

 注 １ 申請者に係る誓約書（様式第５号の２）を添付すること。 

   ２ 申請者が委任されて駆除を実施した者である場合は、委任されたこ

とを証する委任状の写しを添付すること。 

   ３ 市町長（森林組合長）に森林病害虫等防除事業補助金の申請、請求、

受領等に関する一切の権限を委任する場合は、委任状（様式第４号の

別紙２の委任状に同じ。）を添付すること。 
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別紙１ 

 

事業の内容及び経費の配分 

 

番

号 

駆除

した

病害

虫名 

申請者 駆除

実施

場所 

実施

期間 

樹

種

林

齢

実施数量 駆

除

の

方

法

実施に要した経費 県費

補助

金 

県費補助金

以外の財源 

備考 

住所 氏名 面

積

株

数

又

は

本

数

材

積

伐倒措置費 

（伐倒・枝

払・玉切） 

搬

出

費 

運

搬

費 

末木・枝条焼

却費又は焼

却費 

事

業

雑

費

販売

収入

(△)

諸

経

費

合計

延

人

員

単

価

金額 延

人

員

単

価

金額 市町

村負

担 

その

他 

       年 ha 本 m3 人 円 円 円 円 人 円 円 円 円 円 円 円 円 円  

                            

                            

 

注 １ 事業雑費とは、労災保険料、消耗品費並びにチェンソー損料及び燃料費の合計額をいう。 

  ２ 販売収入とは、チップ用として販売した原木代金をいう。（この場合は、委託契約書を添付のこと。） 

  ３ 諸経費とは、労務厚生費（労災保険料を除く。）、測量費及び現場管理費の合計額をいう。 

  ４ 仕入税額控除の対象となる仕入れに係る消費税等相当額を除いて申請する場合は、実施に要した経費欄の上部に当該仕入れに係る消費税等相

当額を含む金額を（ ）書きで記入すること。 

13



 
様
式
第
五
号
の
二
中
「及

び
(
3
)

」
を
「か

ら
(
7
)
ま
で

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
佐
賀
県
森
林
病
害

虫
等
防
除
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す

る
。 
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